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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明装置であって、
　面状の第１電極と、
　前記第１電極に対向して配置されている面状の第２電極と、
　前記第１電極と前記第２電極との間に配置されており、前記第１電極と前記第２電極と
の間に流された電流に応じて発光する発光層と、
　前記第１電極に電気的に接続されており、前記第１電極の静電容量を検知するための第
１検知部と、
　前記第２電極に電気的に接続されており、前記第２電極の静電容量を検知するための第
２検知部とを備える、照明装置。
【請求項２】
　前記第１検知部は、前記第１電極の静電容量の変化に基づいて前記照明装置に対するタ
ッチ操作を検知する静電容量方式のタッチセンサであり、
　前記第２検知部は、前記第２電極の静電容量の変化に基づいて前記照明装置に対する操
作体の近接を検知する静電容量方式の近接センサである、請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記第２電極の面積は、前記第１電極の面積よりも広い、請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記照明装置は、前記発光層の発光期間と、前記第１検知部による前記タッチ操作のセ
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ンシング期間と、前記第２検知部による前記近接のセンシング期間との少なくも２つをそ
れぞれ順次切り替えるための制御装置をさらに備える、請求項２または３に記載の照明装
置。
【請求項５】
　前記照明装置は、前記第１電極および前記第２電極に電気的に接続されており、前記発
光層に電流を供給するための電源をさらに備える、請求項４に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記第１電極には、第１スイッチが電気的に接続されており、
　前記第１スイッチは、前記第１電極を前記電源に電気的に接続する状態と、前記第１電
極を前記第１検知部に電気的に接続する状態と、前記第１電極を所定電位の第１接点に電
気的に接続する状態とのいずれかに切り替えることができ、
　前記第２電極には、第２スイッチが電気的に接続されており、
　前記第２スイッチは、前記第２電極をグランドに電気的に接続する状態と、前記第２電
極を前記第２検知部に電気的に接続する状態と、前記第２電極を所定電位の第２接点に電
気的に接続する状態とのいずれかに切り替えることができ、
　前記制御装置は、
　　前記発光期間において、前記第１電極を前記電源に電気的に接続する状態に前記第１
スイッチを切り替えるとともに、前記第２電極を前記グランドに電気的に接続する状態に
切り替え、
　　前記タッチ操作のセンシング期間において、前記第１電極および前記第１検知部を電
気的に接続する状態に前記第１スイッチを切り替えるとともに、前記第２電極を第２接点
に電気的に接続する状態に前記第２スイッチを切り替え、
　　前記近接のセンシング期間において、前記第１電極を前記第１接点に接続する状態に
前記第１スイッチを切り替えるとともに、前記第２電極を前記第２検知部に電気的に接続
する状態に切り替える、請求項５に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記制御装置は、前記タッチ操作のセンシング期間において、前記第１電極および前記
第２電極を同電位にする、請求項５または６に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記制御装置は、前記近接のセンシング期間において、前記第１電極および前記第２電
極を同電位にする、請求項５～７のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記制御装置は、前記タッチ操作のセンシング期間において、前記第１電極および前記
第２電極の少なくとも一方をフローティング状態にする、請求項５～８のいずれか１項に
記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記制御装置は、前記近接のセンシング期間において、前記第１電極および前記第２電
極の少なくとも一方をフローティング状態にする、請求項５～９のいずれか１項に記載の
照明装置。
【請求項１１】
　前記第１検知部は、前記第１電極の静電容量の変化に基づいて前記照明装置に対するタ
ッチ操作を検知する静電容量方式のタッチセンサであり、
　前記第２検知部は、前記第２電極の静電容量の変化に基づいて前記照明装置に対するタ
ッチ操作を検知する静電容量方式のタッチセンサである、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記第１検知部は、前記第１電極の静電容量の変化に基づいて前記照明装置に対する操
作体の近接を検知する静電容量方式の近接センサであり、
　前記第２検知部は、前記第２電極の静電容量の変化に基づいて前記照明装置に対する操
作体の近接を検知する静電容量方式の近接センサである、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１３】
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　前記照明装置は、
　　複数の前記第１電極と、
　　複数の前記第１検知部とを備え、
　複数の前記第１検知部のそれぞれは、複数の前記第１電極のそれぞれに電気的に接続さ
れている、請求項１～１２のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記照明装置は、
　　複数の前記第２電極と、
　　複数の前記第２検知部とを備え、
　複数の前記第２検知部のそれぞれは、複数の前記第２電極のそれぞれに電気的に接続さ
れている、請求項１～１３のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の照明装置を備える情報処理装置であって、
　前記第１電極および前記第２電極は、前記情報処理装置の筐体に対向して配置されてお
り、
　前記第１電極と前記筐体との間の距離は、前記第２電極と前記筐体との間の距離よりも
短い、情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、照明装置に関し、特に面状の照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＯＬＥＤ（Organic　Light　Emitting　Diode）などの面状の照明装置が普及している
。面状の照明装置に関し、国際公開第２０１５／１８２００１号（特許文献１）は、タッ
チ検知機能を有する照明装置を開示している。当該照明装置には、発光層を間に挟んで、
面状の一対の電極が設けられている。一方の電極には、タッチ検知回路が接続されている
。当該タッチ検知回路は、ユーザーが照明装置にタッチしたことにより生じる照明装置の
静電容量の変化に基づいて、タッチ操作を検知する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２０１５／１８２００１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　タッチ検知機能だけでなく、近接検知機能を有する照明装置が望まれている。照明装置
は、タッチ検知機能と近接検知機能との両方を有することで、ユーザーのタッチ操作を検
知した場合と、ユーザーの近接を検知した場合とで、発光態様を変えることができる。ユ
ーザー動作に応じて発光態様を変えるためには、照明装置の静電容量の変化を検知する複
数の検知回路が必要となる。特許文献１に開示される照明装置は、タッチ検知回路を１つ
だけ有するため、ユーザー動作に応じて発光態様を変えることができない。そのため、静
電容量の変化を異なる感度で検知できる照明装置が望まれている。
【０００５】
　本開示は上述のような問題点を解決するためになされたものであって、ある局面におけ
る目的は、静電容量を異なる感度で検知することができる照明装置を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ある局面に従うと、照明装置は、面状の第１電極と、上記第１電極に対向して配置され
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ている面状の第２電極と、上記第１電極と上記第２電極との間に配置されており、上記第
１電極と上記第２電極との間に流された電流に応じて発光する発光層と、上記第１電極に
電気的に接続されており、上記第１電極の静電容量を検知するための第１検知部と、上記
第２電極に電気的に接続されており、上記第２電極の静電容量を検知するための第２検知
部とを備える。
【発明の効果】
【０００７】
　ある局面において、静電容量を異なる感度で検知することができる。
　本発明の上記および他の目的、特徴、局面および利点は、添付の図面と関連して理解さ
れる本発明に関する次の詳細な説明から明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施の形態に従う照明装置を表わす平面図である。
【図２】図１中のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【図３】第１の実施の形態に従う照明装置におけるタッチ検知機能および近接検知機能を
実現するための主要な構成を示す図である。
【図４】第１の実施の形態に従う照明装置の回路構成の一例を示す図である。
【図５】第１の実施の形態に従う照明装置の制御シーケンスの一例を示す図である。
【図６】第１の実施の形態に従う照明装置が実行する処理の一部を表わすフローチャート
である。
【図７】第１の実施の形態に従う照明装置を搭載する情報処理装置を示す図である。
【図８】第２の実施の形態に従う照明装置を表わす平面図である。
【図９】図８中のＩＶ－ＩＶ線に沿った断面図である。
【図１０】第２の実施の形態に従う照明装置における回路構成の一例を示す図である。
【図１１】第２の実施の形態に従う照明装置の制御シーケンスの一例を示す図である。
【図１２】第２の実施の形態に従う照明装置における制御シーケンスの変形例を示す図で
ある。
【図１３】第３の実施の形態に従う照明装置における回路構成の一例を示す図である。
【図１４】第３の実施の形態に従う照明装置の制御シーケンスの一例を示す図である。
【図１５】第３の実施の形態に従う照明装置における制御シーケンスの変形例を示す図で
ある。
【図１６】第４の実施の形態に従う照明装置を表わす平面図である。
【図１７】図１６中のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線に沿った断面図である。
【図１８】第５の実施の形態に従う照明装置を表わす平面図である。
【図１９】図１８中のＸＩＸ－ＸＩＸ線に沿った断面図である。
【図２０】第６の実施の形態に従う照明装置における回路構成の一例を示す図である。
【図２１】第６の実施の形態に従う照明装置の制御シーケンスの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照しつつ、本発明に従う各実施の形態について説明する。以下の説明で
は、同一の部品および構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も
同じである。したがって、これらについての詳細な説明は繰り返さない。なお、以下で説
明される各実施の形態および各変形例は、適宜選択的に組み合わされてもよい。
【００１０】
　＜第１の実施の形態＞
　［照明装置１００］
　図１および図２を参照して、第１の実施の形態に従う照明装置１００について説明する
。図１は、照明装置１００を表わす平面図である。図２は、図１中のＩＩ－ＩＩ線に沿っ
た断面図である。
【００１１】
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　図１および図２に示されるように、照明装置１００は、発光パネル２と、金属層１１と
、封止部材１５と、絶縁層１６と、透過部材１９とを含む。
【００１２】
　発光パネル２は、面状の発光素子であり、たとえばＯＬＥＤである。発光パネル２は、
ボトムエミッション型の有機ＥＬ（Electro　Luminescence）素子であってもよいし、ト
ップエミッション型の有機ＥＬ素子であってもよい。発光パネル２は、陽極１２と、発光
層１３と、陰極１４とで構成されている。
【００１３】
　陽極１２（アノード電極）は、透明性を有する導電膜である。陽極１２は、たとえば透
過部材１９上にＩＴＯ（Indium　Tin　Oxide：インジウム錫酸化物）が成膜されることで
形成される。陽極１２を形成するためのＩＴＯ膜は、陽極１２の接続端子１７および陰極
１４の接続端子１８を形成するために、パターニングによって２つの領域に分割される。
接続端子１８のＩＴＯ膜は、陰極１４（カソード電極）と接続される。陰極１４は、たと
えばアルミニウムである。
【００１４】
　発光層１３は、陽極１２（第１電極）と陰極１４（第２電極）との間に配置されている
。発光層１３は、陽極１２の接続端子１７と、陰極１４の接続端子１８とに電気的に接続
されている後述の電源３０（図３参照）から電流の供給を受けることで発光する。発光層
１３からの光は、陽極１２および透過部材１９を通過して外部に照射される。
【００１５】
　封止部材１５は、薄膜ガラスまたは樹脂フィルムなどで構成されている。封止部材１５
は、陽極１２、発光層１３、および陰極１４を封止する。封止部材１５は、金属層１１に
覆われている。
【００１６】
　絶縁層１６は、陰極１４と陽極１２との間に設けられている。陰極１４のうち、絶縁層
１６が位置している側とは反対側の部分は、接続端子１８に接続される。
【００１７】
　［タッチ検知機能および近接検知機能］
　本実施の形態に従う照明装置１００は、ユーザーのタッチ操作を検知する機能と、ユー
ザーの近接を検知する機能とを有する。図３を参照して、照明装置１００におけるタッチ
検知機能および近接検知機能について説明する。図３は、照明装置１００におけるタッチ
検知機能および近接検知機能を実現するための主要な構成を示す図である。
【００１８】
　図３に示されるように、照明装置１００は、発光パネル２と、電源３０と、タッチ操作
を検知するための検知回路４０と、ユーザーの近接を検知するための検知回路５０とを含
む。
【００１９】
　電源３０は、陽極１２および陰極１４に電気的に接続されており、陽極１２および陰極
１４の間に配置されている発光層１３に電流を供給する。電源３０は、発光層１３に一定
電流を供給するための定電流源である。
【００２０】
　検知回路４０（第１検知部）は、陽極１２に電気的に接続されており、陽極１２の静電
容量の変化を検知する。検知回路４０は、陽極１２の静電容量の変化に基づいて照明装置
１００に対するタッチ操作を検知する静電容量方式のタッチセンサである。
【００２１】
　静電容量方式について説明する。人体は、水分を多く含んでおり、導電性を有する。そ
のため、ユーザーの指が陽極１２に近づくと、指と陽極１２との間に静電容量Ｃｆが生じ
る。その結果、指と陽極１２との間の静電容量が変化する。検知回路４０は、陽極１２と
指と間の静電容量が所定量以上変化したことに基づいて、ユーザーによるタッチ操作を検
知する。
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【００２２】
　検知回路５０（第２検知部）は、陰極１４に電気的に接続されており、陰極１４の静電
容量の変化を検知する。検知回路５０は、陰極１４の静電容量の変化に基づいて照明装置
１００に対する操作体の近接を検知する静電容量方式のタッチセンサである。操作体とは
、ユーザーの指などの身体部分のことをいう。一例として、操作体は、ユーザーの指であ
る。
【００２３】
　陽極１２と同様に、ユーザーの指が陰極１４に近づくと、指と陰極１４との間に静電容
量が生じる。その結果、陰極１４の静電容量が変化する。静電容量の変化は、ユーザーの
指が陰極１４に近づくほど大きくなり、ユーザーの指が陰極１４に接触した時点で最大と
なる。この点に着目して、検知回路５０は、陰極１４の静電容量の変化を検知回路４０と
は異なる感度で検知し、ユーザーの近接を検知する。
【００２４】
　より具体的には、近接検知用の検知回路５０は、陰極１４の静電容量の変化量が第１閾
値を超えたことに基づいて、ユーザーの近接を検知する。一方で、タッチ検知用の検知回
路４０は、陽極１２の静電容量の変化量が第２閾値（＞第１閾値）を超えたことに基づい
て、ユーザーのタッチ操作を検知する。このように、検知回路４０，５０が静電容量の変
化を異なる感度で検知することで、検知回路４０はタッチ操作を検知でき、検知回路５０
はユーザーの近接を検知することができる。また、陽極１２が発光用およびタッチ検知用
に共用され、陰極１４が発光用および近接検知用に共用されることで、タッチ検知および
近接検知のために新たに電極が設けられる必要はない。これにより、照明装置１００の構
成が簡素化され、照明装置１００の薄型化が実現される。また、照明装置１００のコスト
が下がる。
【００２５】
　ユーザーが照明装置１００に近づいたことをより広い範囲で検知するためには、近接検
知用の陰極１４の面積が広いことが好ましい。したがって、好ましくは、近接検知用の陰
極１４の面積は、タッチ検知用の陽極１２の面積よりも広い。
【００２６】
　なお、上述では、検知回路４０がタッチ検知用に用いられ、検知回路５０が近接検知用
に用いられる例について説明を行ったが、検知回路４０，５０の用途は、これらに限定さ
れない。ある局面において、検知回路４０，５０は、ともに、タッチ検知用に用いられる
。この場合、検知回路４０は、陽極１２の静電容量の変化に基づいて照明装置１００に対
するタッチ操作を検知する静電容量方式のタッチセンサとして機能し、検知回路５０は、
陰極１４の静電容量の変化に基づいて照明装置１００に対するタッチ操作を検知する静電
容量方式のタッチセンサとして機能する。これにより、照明装置１００は、タッチ位置の
違いに応じて、発光態様を変えることができる。他の局面において、検知回路４０，５０
は、ともに、近接検知用に用いられる。この場合、検知回路４０は、陽極１２の静電容量
の変化に基づいて操作体の近接を検知する静電容量方式の近接センサとして機能し、検知
回路５０は、陰極１４の静電容量の変化に基づいて操作体の近接を検知する静電容量方式
の近接センサとして機能する。これにより、照明装置１００は、ユーザーの近づき方の違
いに応じて、発光態様を変えることができる。
【００２７】
　また、上述では、陽極１２の静電容量の変化量が第１閾値を超えたことに基づいてユー
ザーの近接が検知され、陰極１４の静電容量の変化量が第２閾値（＞第１閾値）を超えた
ことに基づいてユーザーのタッチ操作が検知される例について説明を行ったが、第１，第
２閾値の大小関係は、上述の例に限定されない。ユーザーの指が照明装置１００に近づい
たときの静電容量の変化量は、電極の面積が大きくなるにつれて大きくなる。そのため、
陽極１２および陰極１４の面積が異なれば、検知回路４０，５０に同じ閾値が設定されて
いる場合でも、検知回路４０，５０の感度は異なる。この点に着目して、検知回路４０に
よるタッチ検知の感度、および検知回路５０による近接検知の感度は、陽極１２および陰
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極１４の面積によって変えられてもよい。
【００２８】
　また、静電容量によるタッチ検知または近接検知には、検知電極とグランドとの間の静
電容量を測定する自己容量方式が採用されてもよいし、検知電極と他の導電性部材との間
の静電容量を測定する相互容量方式が採用されてもよい。自己容量方式または相互容量方
式によって検知された静電容量の変化に基づいて、タッチ操作または操作体の近接が検知
される。
【００２９】
　［制御シーケンス］
　照明装置１００は、発光層１３の発光期間と、検知回路４０（第１検知部）によるタッ
チ操作のセンシング期間と、検知回路５０（第２検知部）による近接センシング期間との
少なくも２つをそれぞれ順次切り替える。発光期間と、タッチセンシング期間と、近接セ
ンシング期間とが高速に（たとえば、数十Ｈｚ以上）切り替えられることで、ユーザーが
発光層１３の発光のチラつきを感じることなく、タッチ検知および近接検知が実現される
。また、タッチ検知および近接検知のタイムラグも短くなり、照明装置１００の操作性が
改善される。
【００３０】
　以下では、図４および図５を参照して、発光、タッチ検知、および、近接検知の制御シ
ーケンスについて説明する。図４は、照明装置１００の回路構成の一例を示す図である。
【００３１】
　図４には、図２および図３に示される発光パネル２の等価回路が示されている。等価回
路としての発光パネル２では、陽極１２および陰極１４は、それぞれ、端子（図４の黒点
）で表され、発光層１３は、発光ダイオードＤとコンデンサＣとの並列回路で表される。
【００３２】
　陽極１２には、スイッチＳＷ１（第１スイッチ）が電気的に接続されている。スイッチ
ＳＷ１は、陽極１２を電源３０に電気的に接続する状態と、陽極１２を所定電位の接点Ｎ
１Ｂ（第１接点）に電気的に接続する状態と、陽極１２を検知回路４０に電気的に接続す
る状態とのいずれかに切り替えることができる。
【００３３】
　スイッチＳＷ１は、制御装置１０１によって制御される。制御装置１０１は、たとえば
、少なくとも１つの集積回路によって構成される。集積回路は、たとえば、少なくとも１
つのＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、少なくとも１つのＡＳＩＣ（Application　
Specific　Integrated　Circuit）、少なくとも１つのＦＰＧＡ（Field　Programmable　
Gate　Array）、またはそれらの組み合わせなどによって構成される。
【００３４】
　陰極１４には、スイッチＳＷ４（第２スイッチ）が電気的に接続されている。スイッチ
ＳＷ４は、陰極１４をグランドＧに電気的に接続する状態と、陰極１４を所定電位の接点
Ｎ４Ｂ（第２接点）に電気的に接続する状態と、陰極１４を検知回路５０に電気的に接続
する状態とのいずれかに切り替えることができる。
【００３５】
　図５は、第１の実施の形態に従う照明装置１００の制御シーケンスの一例を示す図であ
る。
【００３６】
　時刻Ｔ１において、発光期間が到来したとする。図４（Ａ）に示されるように、制御装
置１０１は、発光期間において、陽極１２を電源３０に電気的に接続する状態にスイッチ
ＳＷ１を切り替えるとともに、陰極１４をグランドＧに電気的に接続する状態に切り替え
る。すなわち、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ａに接続し、スイッチＳＷ
４を接点Ｎ４Ａに接続する。その結果、電源３０→陽極１２→発光ダイオードＤ→陰極１
４→グランドＧに電流が流れ、発光パネル２が発光する。電源３０が定電流源である場合
には、発光パネル２は、安定した輝度で発光する。
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【００３７】
　時刻Ｔ２において、タッチセンシング期間が到来したとする。図４（Ｂ）に示されるよ
うに、タッチセンシング期間において、制御装置１０１は、陽極１２を検知回路４０に電
気的に接続する状態にスイッチＳＷ１を切り替えるとともに、陰極１４を所定電位の接点
Ｎ４Ｂに電気的に接続する状態にスイッチＳＷ４を切り替える。すなわち、制御装置１０
１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ｃに接続し、スイッチＳＷ４を接点Ｎ４Ｂに接続する。
これにより、陽極１２がタッチ検知用の検知回路４０に接続され、陰極１４がフローティ
ング状態となる。フローティング状態とは、所定電位（すなわち、フローティング電位）
に接続されている状態をいい、電源や機器のグランドに接続されていない浮遊電位状態の
ことをいう。その結果、検知回路４０→陽極１２→発光ダイオードＤ→陰極１４→接点Ｎ
４Ｂの経路は、グランドＧに接続されていない状態（すなわち、フローティング状態）と
なる。このときに、ユーザーの指が照明装置１００に近づくと、指と陽極１２との間に静
電容量が生じ、陽極１２の静電容量が変化する。検知回路４０は、陽極１２の静電容量が
所定量以上変化したことに基づいて、ユーザーによるタッチ操作を検知する。
【００３８】
　時刻Ｔ３において、近接センシング期間が到来したとする。図４（Ｃ）に示されるよう
に、近接センシング期間において、制御装置１０１は、陽極１２を所定電位の接点Ｎ１Ｂ
に接続する状態にスイッチＳＷ１を切り替えるとともに、陰極１４を検知回路５０に電気
的に接続する状態に切り替える。すなわち、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ
１Ｂに接続し、スイッチＳＷ４を接点Ｎ４Ｃに接続する。これにより、陽極１２がフロー
ティング状態となり、陰極１４が近接検知用の検知回路５０に接続される。その結果、接
点Ｎ１Ｂ→陽極１２→発光ダイオードＤ→陰極１４→検知回路５０の経路は、グランドＧ
に接続されていない状態（すなわち、フローティング状態）となる。このときに、ユーザ
ーの指が照明装置１００に近づくと、指と陰極１４との間に静電容量が生じ、陰極１４の
静電容量が変化する。検知回路５０は、陰極１４の静電容量が所定量以上変化したことに
基づいて、ユーザーの近接を検知する。
【００３９】
　時刻Ｔ４において、発光期間が再び到来する。時刻Ｔ４以降においては、制御装置１０
１は、再び、発光処理、タッチ検知処理、および近接検知処理を順次実行する。このよう
に、制御装置１０１は、発光処理、タッチ検知処理、および近接検知処理を繰り返し実行
する。
【００４０】
　なお、上述では、制御装置１０１が、タッチセンシング期間において、陰極１４をフロ
ーティング状態にする例について説明を行ったが、制御装置１０１は、タッチセンシング
期間において、陽極１２をフローティング状態にしてもよい。また、上述では、制御装置
１０１が、近接センシング期間において、陽極１２をフローティング状態にする例につい
て説明を行ったが、制御装置１０１は、近接センシング期間において、陰極１４をフロー
ティング状態にしてもよい。
【００４１】
　［照明装置１００の制御構造］
　図６を参照して、照明装置１００の制御構造について説明する。図６は、照明装置１０
０が実行する処理の一部を表わすフローチャートである。図６の処理は、照明装置１００
の制御装置１０１（図４参照）がプログラムを実行することにより実現される。他の局面
において、処理の一部または全部が、回路素子またはその他のハードウェアによって実行
されてもよい。
【００４２】
　ステップＳ１０において、制御装置１０１は、タッチセンシング期間が到来したか否か
を判断する。一例として、制御装置１０１は、ステップＳ１０の処理が開始されてから所
定時間（たとえば、数十ｍｓ）が経過した時点でタッチセンシング期間が到来したと判断
する。あるいは、制御装置１０１は、制御がステップＳ６０からステップＳ１０に切り替
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えられてから所定時間（たとえば、数十ｍｓ）が経過した時点でタッチセンシング期間が
到来したと判断する。制御装置１０１は、タッチセンシング期間が到来したと判断すると
（ステップＳ１０においてＹＥＳ）、制御をステップＳ１２に切り替える。そうでない場
合には（ステップＳ１０においてＮＯ）、制御装置１０１は、ステップＳ１０の処理を再
び実行する。
【００４３】
　ステップＳ１２において、制御装置１０１は、タッチ検知用のために上述のスイッチＳ
Ｗ１，ＳＷ４（図４参照）を制御する。より具体的には、制御装置１０１は、タッチ検知
用の検知回路４０に陽極１２を接続するようにスイッチＳＷ１を切り替えるとともに、所
定電位の接点Ｎ４Ｂに陰極１４を接続するようにスイッチＳＷ４を切り替える。
【００４４】
　ステップＳ２０において、タッチ検知用の検知回路４０は、タッチ操作を検知したか否
かを判断する。一例として、検知回路４０は、陽極１２の静電容量の変化量が所定量以上
変化した場合に、タッチ操作を検知したと判断する。検知回路４０は、タッチ操作を検知
したと判断した場合（ステップＳ２０においてＹＥＳ）、制御をステップＳ２２に切り替
える。そうでない場合には（ステップＳ２０においてＮＯ）、検知回路４０は、制御をス
テップＳ３０に切り替える。
【００４５】
　ステップＳ２２において、制御装置１０１は、発光パネル２の輝度の設定値を第１輝度
に変更する。第１輝度の値は、設計者やユーザーによって予め設定されている。ステップ
Ｓ２２の処理が実行された時点では、発光パネル２の輝度の設定値が変えられるのみであ
り、発光パネル２の輝度は、後述のステップＳ５２における発光期間で変えられる。
【００４６】
　ステップＳ３０において、制御装置１０１は、近接センシング期間が到来したか否かを
判断する。一例として、制御装置１０１は、タッチセンシング期間が開始されてから所定
時間（たとえば、数十ｍｓ）が経過した時点で近接センシング期間が到来したと判断する
。制御装置１０１は、近接センシング期間が到来したと判断すると（ステップＳ３０にお
いてＹＥＳ）、制御をステップＳ３２に切り替える。そうでない場合には（ステップＳ３
０においてＮＯ）、制御装置１０１は、制御をステップＳ２０に戻す。
【００４７】
　ステップＳ３２において、制御装置１０１は、近接検知のために上述のスイッチＳＷ１
，ＳＷ４（図４参照）を制御する。より具体的には、制御装置１０１は、近接センシング
期間において、所定電位の接点Ｎ１Ｂに陽極１２を接続するようにスイッチＳＷ１を切り
替えるとともに、近接検知用の検知回路５０に陰極１４を接続するように切り替える。
【００４８】
　ステップＳ４０において、近接検知用の検知回路５０は、照明装置１００に対するユー
ザーの近接を検知したか否かを判断する。一例として、検知回路５０は、陰極１４の静電
容量の変化量が所定量以上変化した場合に、ユーザーの近接を検知したと判断する。検知
回路５０は、ユーザーの近接を検知したと判断した場合（ステップＳ４０においてＹＥＳ
）、制御をステップＳ４２に切り替える。そうでない場合には（ステップＳ４０において
ＮＯ）、検知回路５０は、制御をステップＳ５０に切り替える。
【００４９】
　ステップＳ４２において、制御装置１０１は、発光パネル２の輝度の設定値を第２輝度
に設定する。第２輝度の値は、設計者やユーザーによって予め設定されている。ステップ
Ｓ４２の処理が実行された時点では、発光パネル２の輝度の設定値が変えられるのみであ
り、発光パネル２の輝度は、後述のステップＳ５２における発光期間に変えられる。
【００５０】
　ステップＳ５０において、制御装置１０１は、照明期間が到来したか否かを判断する。
一例として、制御装置１０１は、近接センシング期間が開始されてから所定時間（たとえ
ば、数十ｍｓ）が経過した時点で照明期間が到来したと判断する。制御装置１０１は、照
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明期間が到来したと判断すると（ステップＳ５０においてＹＥＳ）、制御をステップＳ５
２に切り替える。そうでない場合には（ステップＳ５０においてＮＯ）、制御装置１０１
は、制御をステップＳ４０に戻す。
【００５１】
　ステップＳ５２において、制御装置１０１は、照明処理のために上述のスイッチＳＷ１
，ＳＷ４（図４参照）を制御する。より具体的には、制御装置１０１は、陽極１２を電源
３０に接続するようにスイッチＳＷ１を切り替えるとともに、陰極１４をグランドＧに接
続するように切り替える。このとき、制御装置１０１は、ステップＳ２０でタッチ操作が
検知されている場合にはステップＳ２２で設定された第１輝度で発光パネル２を点灯する
。制御装置１０１は、ステップＳ４０でユーザーの近接が検知されている場合にはステッ
プＳ４２で設定された第２輝度で発光パネル２を点灯する。制御装置１０１は、電源３０
から出力される電流値を調整することで、発光パネル２の輝度を調整する。
【００５２】
　ステップＳ６０において、制御装置１０１は、本実施の形態に従う制御処理を終了する
か否かを判断する。一例として、制御装置１０１は、ユーザーから電源オフの操作を受け
付けた場合に、本実施の形態に従う制御処理を終了すると判断する。制御装置１０１は、
本実施の形態に従う制御処理を終了すると判断した場合（ステップＳ６０においてＹＥＳ
）、図６に示される処理を終了する。そうでない場合には（ステップＳ６０においてＮＯ
）、制御装置１０１は、制御をステップＳ１０に戻す。
【００５３】
　なお、上述では、タッチ検知および近接検知で発光パネル２の輝度が変えられる例につ
いて説明を行ったが、発光パネル２の輝度以外が変えられてもよい。たとえば、照明装置
１００は、タッチ検知および近接検知で、発光パネル２の発光間隔（すなわち、点滅態様
）を異ならせてもよいし、照明装置１００の発光色を異ならせてもよい。
【００５４】
　［照明装置１００を搭載した機器］
　図７を参照して、照明装置１００を搭載する機器の一例について説明する。図７は、照
明装置１００を搭載する情報処理装置２００を示す図である。
【００５５】
　図７には、スマートフォンとしての情報処理装置２００が示されている。情報処理装置
２００は、上述の照明装置１００と、操作ボタン１１８と、筐体１１９と、液晶ディスプ
レイ１２０とを含む。
【００５６】
　照明装置１００のタッチ検知用の陽極１２および近接検知用の陰極１４は、情報処理装
置２００の筐体１１９に対向して配置されている。すなわち、面状の陽極１２および陰極
１４は、情報処理装置２００の筐体面に平行に配置されている。タッチ検知用の陽極１２
は、陰極１４よりも筐体１１９に近い位置に配置される。つまり、タッチ検知用の陽極１
２と筐体１１９との間の距離は、近接検知用の陰極１４と筐体１１９との間の距離よりも
短い。図７の例では、紙面手前側に陽極１２が配置され、紙面奥側に陰極１４が配置され
ている。タッチ検知用の陽極１２が筐体１１９側に設けられることで、タッチ検知におけ
る感度の低下が抑制される。
【００５７】
　照明装置１００は、たとえば、操作ボタン１１８のバックライトとして機能する。ユー
ザーが情報処理装置２００に近接すると、照明装置１００が所定輝度で点灯し、ユーザー
は、操作ボタン１１８を視認できる。ユーザーが情報処理装置２００にタッチすると、照
明装置１００はさらに明るく点灯し、ユーザーは、操作ボタン１１８をタッチしたことを
認識できる。
【００５８】
　なお、上述では、照明装置１００がスマートフォンとしての情報処理装置２００に適用
される例について説明を行ったが、照明装置１００は、照明機能を有するその他の機器に
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適用されてもよい。たとえば、照明装置１００は、家庭用照明、車内照明、液晶ディスプ
レイ１２０のバックライトなどにも適用され得る。その他にも、照明装置１００は、時計
などのバックライト、看板広告、信号機、光記憶媒体などの光源、電子写真複写機の光源
、光通信処理機の光源、光センサの光源、一般の家庭用電気器具などにも適用され得る。
【００５９】
　［第１の実施の形態のまとめ］
　以上のようにして、本実施の形態に従う照明装置１００は、面状の陽極１２と、陽極１
２に対向して配置されている面状の陰極１４と、陽極１２および陰極１４の間に配置され
ている発光層１３とを含む。陽極１２には、タッチ検知用の検知回路４０が電気的に接続
されている。陰極１４には、近接検知用の検知回路５０が電気的に接続されている。これ
により、照明装置１００は、タッチ操作だけでなく、ユーザーの近接も検知することがで
きる。また、陽極１２が発光用およびタッチ検知用に共用され、陰極１４が発光用および
近接検知用に共用されることで、タッチ検知および近接検知のために新たに電極が設けら
れる必要はない。これにより、照明装置１００の構成が簡素化され、照明装置１００の薄
型化が実現される。
【００６０】
　＜第２の実施の形態＞
　［概要］
　第１の実施の形態に従う照明装置１００は、１つの陽極１２と、１つの発光層１３と、
１つの陰極１４とで構成されていた。これに対して、第２の実施の形態に従う照明装置１
００Ａは、複数の陽極１２と、複数の発光層１３と、１つの陰極１４とで構成される。
【００６１】
　第２の実施の形態に従う照明装置１００Ａのその他の点については、第１の実施の形態
に従う照明装置１００と同じであるので、以下では、それらの点については説明を繰り返
さない。
【００６２】
　［照明装置１００Ａ］
　図８および図９を参照して、第２の実施の形態に従う照明装置１００Ａについて説明す
る。図８は、照明装置１００Ａを表わす平面図である。図９は、図８中のＩＶ－ＩＶ線に
沿った断面図である。理解を容易にするために、図８および図９においては、図２に示さ
れる金属層１１、封止部材１５、絶縁層１６、および透過部材１９を省略している。
【００６３】
　照明装置１００Ａは、発光パネル２Ａ～２Ｃを含む。発光パネル２Ａは、面状の陽極１
２Ａと、発光層１３Ａと、面状の陰極１４とで構成されている。発光パネル２Ｂは、面状
の陽極１２Ｂと、発光層１３Ｂと、面状の陰極１４とで構成されている。発光パネル２Ｃ
は、面状の陽極１２Ｃと、発光層１３Ｃと、面状の陰極１４とで構成されている。このよ
うに、発光パネル２Ａ～２Ｃは、陰極１４を共用している。
【００６４】
　なお、図８および図９では、照明装置１００Ａが３つの陽極で構成されている例が示さ
れているが、照明装置１００Ａが２つの陽極で構成されてもよいし、４つ以上の陽極で構
成されてもよい。同様に、照明装置１００Ａが３つの発光層で構成されている例が示され
ているが、照明装置１００Ａが２つの発光層で構成されてもよいし、４つ以上の発光層で
構成されてもよい。
【００６５】
　［タッチ検知機能および近接検知機能］
　図１０および図１１を参照して、照明装置１００Ａにおけるタッチ検知機能と近接検知
機能とについて説明する。図１０は、照明装置１００Ａにおける回路構成の一例を示す図
である。
【００６６】
　図１０に示されるように、照明装置１００Ａは、発光パネル２Ａ～２Ｃと、電源３０Ａ
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～３０Ｃと、タッチ検知用の検知回路４０Ａ～４０Ｃと、近接検知用の検知回路５０とを
含む。
【００６７】
　図１０には、図８および図９に示される発光パネル２Ａ～２Ｃの等価回路が示されてい
る。等価回路としての発光パネル２Ａにおいては、陽極１２Ａおよび陰極１４は、それぞ
れ、端子（図１０の黒点）で表され、発光層１３Ａは、発光ダイオードＤ１とコンデンサ
Ｃ１との並列回路で表される。等価回路としての発光パネル２Ｂにおいては、陽極１２Ｂ
および陰極１４は、それぞれ、端子（図１０の黒点）で表され、発光層１３Ｂは、発光ダ
イオードＤ２とコンデンサＣ２との並列回路で表される。等価回路としての発光パネル２
Ｃにおいては、陽極１２Ｃおよび陰極１４は、それぞれ、端子（図１０の黒点）で表され
、発光層１３Ｃは、発光ダイオードＤ３とコンデンサＣ３との並列回路で表される。
【００６８】
　電源３０Ａ～３０Ｃは、定電流源である。電源３０Ａは、グランドＧおよび接点Ｎ１Ａ
に電気的に接続されており、陽極１２Ａおよび陰極１４の間に配置されている発光層１３
Ａに電流を供給する。電源３０Ｂは、グランドＧおよび接点Ｎ２Ａに電気的に接続されて
おり、陽極１２Ｂおよび陰極１４の間に配置されている発光層１３Ｂに電流を供給する。
電源３０Ｃは、グランドＧおよび接点Ｎ３Ａに電気的に接続されており、陽極１２Ｃおよ
び陰極１４の間に配置されている発光層１３Ｃに電流を供給する。
【００６９】
　検知回路４０Ａ～４０Ｃは、照明装置１００Ａの静電容量の変化に基づいてタッチ操作
を検知する静電容量方式のタッチセンサである。検知回路４０Ａは、接点Ｎ１Ｃに電気的
に接続されており、発光パネル２Ａに対するタッチ操作に伴う照明装置１００Ａの静電容
量の変化を検知する。検知回路４０Ｂは、接点Ｎ２Ｃに電気的に接続されており、発光パ
ネル２Ｂに対するタッチ操作に伴う照明装置１００Ａの静電容量の変化を検知する。検知
回路４０Ｃは、接点Ｎ３Ｃに電気的に接続されており、発光パネル２Ｃに対するタッチ操
作に伴う照明装置１００Ａの静電容量の変化を検知する。
【００７０】
　検知回路５０は、照明装置１００Ａの静電容量の変化に基づいて照明装置１００Ａに対
するユーザーの近接を検知する静電容量方式のタッチセンサである。検知回路５０は、接
点Ｎ４Ｃに電気的に接続されており、照明装置１００Ａへのユーザーの近接に伴う静電容
量の変化を検知する。
【００７１】
　より具体的には、近接検知用の検知回路５０は、照明装置１００Ａの静電容量の変化量
が第１閾値を超えたことに基づいて、ユーザーの近接を検知する。一方で、タッチ検知用
の検知回路４０Ａ～４０Ｃは、照明装置１００Ａの静電容量の変化量が第２閾値（＞第１
閾値）を超えたことに基づいて、ユーザーのタッチ操作を検知する。このように、検知回
路４０Ａ～４０Ｃ，５０が静電容量の変化を異なる感度で検知することで、検知回路４０
Ａ～４０Ｃはタッチ操作を検知でき、検知回路５０はユーザーの指の近接を検知すること
ができる。本実施の形態においては、タッチ検知用に複数の検知回路が設けられているの
で、照明装置１００Ａは、ユーザーが発光パネル２Ａ～２Ｃのいずれをタッチしたかに基
づいて、タッチ位置を特定することができる。
【００７２】
　陽極１２Ａには、スイッチＳＷ１が電気的に接続されている。スイッチＳＷ１は、陽極
１２Ａを電源３０Ａに電気的に接続する状態と、陽極１２Ａを所定電位の接点Ｎ１Ｂに電
気的に接続する状態と、陽極１２Ａを検知回路４０Ａに電気的に接続する状態とのいずれ
かに切り替えることができる。スイッチＳＷ１は、制御装置１０１によって制御される。
【００７３】
　陽極１２Ｂには、スイッチＳＷ２が電気的に接続されている。スイッチＳＷ２は、陽極
１２Ｂを電源３０Ｂに電気的に接続する状態と、陽極１２Ｂを所定電位の接点Ｎ２Ｂに電
気的に接続する状態と、陽極１２Ｂを検知回路４０Ｂに電気的に接続する状態とのいずれ
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かに切り替えることができる。スイッチＳＷ２は、制御装置１０１によって制御される。
【００７４】
　陽極１２Ｃには、スイッチＳＷ３が電気的に接続されている。スイッチＳＷ３は、陽極
１２Ｃを電源３０Ｃに電気的に接続する状態と、陽極１２Ｃを所定電位の接点Ｎ３Ｂに電
気的に接続する状態と、陽極１２Ｃを検知回路４０Ｃに電気的に接続する状態とのいずれ
かに切り替えることができる。スイッチＳＷ３は、制御装置１０１によって制御される。
【００７５】
　陰極１４には、スイッチＳＷ４が電気的に接続されている。スイッチＳＷ４は、陰極１
４をグランドＧに電気的に接続する状態と、陰極１４を所定電位の接点Ｎ４Ｂに電気的に
接続する状態と、陰極１４を検知回路５０に電気的に接続する状態とのいずれかに切り替
えることができる。スイッチＳＷ４は、制御装置１０１によって制御される。
【００７６】
　図１１は、第２の実施の形態に従う照明装置１００Ａの制御シーケンスの一例を示す図
である。
【００７７】
　時刻Ｔ１１において、発光期間が到来したとする。発光期間において、制御装置１０１
は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ａに接続し、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ａに接続し、スイ
ッチＳＷ３を接点Ｎ３Ａに接続し、スイッチＳＷ４を接点Ｎ４Ａに接続する。その結果、
電源３０Ａ→陽極１２Ａ→発光ダイオードＤ１→陰極１４→グランドＧに電流が流れ、発
光パネル２Ａが発光する。同時に、電源３０Ｂ→陽極１２Ｂ→発光ダイオードＤ２→陰極
１４→グランドＧに電流が流れ、発光パネル２Ｂが発光する。同時に、電源３０Ｃ→陽極
１２Ｃ→発光ダイオードＤ３→陰極１４→グランドＧに電流が流れ、発光パネル２Ｃが発
光する。
【００７８】
　時刻Ｔ１２において、発光パネル２Ａに対するタッチセンシング期間が到来したとする
。当該タッチセンシング期間において、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ｃ
に接続することで、陽極１２Ａを検知回路４０Ａに電気的に接続する。同時に、制御装置
１０１は、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ｂに接続することで、陽極１２Ｂをフローティング
状態にする。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ３を接点Ｎ３Ｂに接続することで
、陽極１２Ｃをフローティング状態にする。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ４
を接点Ｎ４Ｂに接続することで、陰極１４をフローティング状態にする。このときにユー
ザーの指が発光パネル２Ａに近づくと、指と発光パネル２Ａとの間に静電容量が生じ、照
明装置１００Ａの静電容量が変化する。検知回路４０Ａは、照明装置１００Ａの静電容量
が所定量以上変化したことに基づいて、発光パネル２Ａに対するタッチ操作を検知する。
【００７９】
　時刻Ｔ１３において、発光パネル２Ｂに対するタッチセンシング期間が到来したとする
。当該タッチセンシング期間において、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ｂ
に接続することで、陽極１２Ａをフローティング状態にする。同時に、制御装置１０１は
、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ｃに接続することで、陽極１２Ｂを検知回路４０Ｂに電気的
に接続する。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ３を接点Ｎ３Ｂに接続することで
、陽極１２Ｃをフローティング状態にする。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ４
を接点Ｎ４Ｂに接続することで、陰極１４をフローティング状態にする。このときにユー
ザーの指が発光パネル２Ｂに近づくと、指と発光パネル２Ｂとの間に静電容量が生じ、照
明装置１００Ａの静電容量が変化する。検知回路４０Ｂは、照明装置１００Ａの静電容量
が所定量以上変化したことに基づいて、発光パネル２Ｂに対するタッチ操作を検知する。
【００８０】
　時刻Ｔ１４において、発光パネル２Ｃに対するタッチセンシング期間が到来したとする
。当該タッチセンシング期間において、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ｂ
に接続することで、陽極１２Ａをフローティング状態にする。同時に、制御装置１０１は
、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ｂに接続することで、陽極１２Ｂをフローティング状態にす
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る。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ３を接点Ｎ３Ｃに接続することで、陽極１
２Ｃを検知回路４０Ｃに電気的に接続する。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ４
を接点Ｎ４Ｂに接続することで、陰極１４をフローティング状態にする。このときにユー
ザーの指が発光パネル２Ｃに近づくと、指と発光パネル２Ｃとの間に静電容量が生じ、照
明装置１００Ａの静電容量が変化する。検知回路４０Ｃは、照明装置１００Ａの静電容量
が所定量以上変化したことに基づいて、発光パネル２Ｃに対するタッチ操作を検知する。
【００８１】
　時刻Ｔ１５において、近接センシング期間が到来したとする。近接センシング期間にお
いて、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ｂに接続することで、陽極１２Ａを
フローティング状態にする。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ｂに
接続することで、陽極１２Ｂをフローティング状態にする。同時に、制御装置１０１は、
スイッチＳＷ３を接点Ｎ３Ｂに接続することで、陽極１２Ｃをフローティング状態にする
。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ４を接点Ｎ４Ｃに接続することで、陰極１４
を検知回路５０に電気的に接続する。このときにユーザーの指が照明装置１００Ａに近づ
くと、指と照明装置１００Ａとの間に静電容量が生じ、照明装置１００Ａの静電容量が変
化する。検知回路５０は、照明装置１００Ａの静電容量が所定量以上変化したことに基づ
いて、照明装置１００Ａに対するユーザーの近接を検知する。
【００８２】
　時刻Ｔ１６において、発光期間が再び到来する。時刻Ｔ１６以降において、制御装置１
０１は、発光処理、タッチ検知処理、および近接検知処理を順次実行する。このように、
制御装置１０１は、発光処理、タッチ検知処理、および近接検知処理を繰り返し実行する
。
【００８３】
　［変形例］
　図１２は、第２の実施の形態に従う照明装置１００Ａにおける制御シーケンスの変形例
を示す図である。上述の図１１に示される制御シーケンスでは、発光パネル２Ａ～２Ｃに
対するタッチ検知が時分割で実行されていた。これに対して、図１２に示される制御シー
ケンスでは、発光パネル２Ａ～２Ｃに対するタッチ検知が同時に実行される。
【００８４】
　時刻Ｔ２１において、発光期間が到来したとする。発光期間において、制御装置１０１
は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ａに接続し、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ａに接続し、スイ
ッチＳＷ３を接点Ｎ３Ａに接続し、スイッチＳＷ４を接点Ｎ４Ａに接続する。その結果、
電源３０Ａ→陽極１２Ａ→発光ダイオードＤ１→陰極１４→グランドＧに電流が流れ、発
光パネル２Ａが発光する。同時に、電源３０Ｂ→陽極１２Ｂ→発光ダイオードＤ２→陰極
１４→グランドＧに電流が流れ、発光パネル２Ｂが発光する。同時に、電源３０Ｃ→陽極
１２Ｃ→発光ダイオードＤ３→陰極１４→グランドＧに電流が流れ、発光パネル２Ｃが発
光する。
【００８５】
　時刻Ｔ２２において、発光パネル２Ａに対するタッチセンシング期間が到来したとする
。当該タッチセンシング期間において、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ｃ
に接続することで、陽極１２Ａを検知回路４０Ａに電気的に接続する。同時に、制御装置
１０１は、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ｃに接続することで、陽極１２Ｂを検知回路４０Ｂ
に電気的に接続する。制御装置１０１は、スイッチＳＷ３を接点Ｎ３Ｃに接続することで
、陽極１２Ｃを検知回路４０Ｃに電気的に接続する。同時に、制御装置１０１は、スイッ
チＳＷ４を接点Ｎ４Ｂに接続することで、陰極１４をフローティング状態にする。
【００８６】
　このときにユーザーの指が発光パネル２Ａ～２Ｃのいずれかにタッチすると、照明装置
１００Ａと指との間に静電容量が生じ、照明装置１００Ａの静電容量が変化する。検知回
路４０Ａは、照明装置１００Ａの静電容量が所定量以上変化したことに基づいて、発光パ
ネル２Ａに対するタッチ操作を検知する。検知回路４０Ｂは、照明装置１００Ａの静電容



(15) JP 6885407 B2 2021.6.16

10

20

30

40

50

量が所定量以上変化したことに基づいて、発光パネル２Ｂに対するタッチ操作を検知する
。検知回路４０Ｃは、照明装置１００Ａの静電容量が所定量以上変化したことに基づいて
、発光パネル２Ｃに対するタッチ操作を検知する。
【００８７】
　時刻Ｔ２３において、近接センシング期間が到来したとする。近接センシング期間にお
いて、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ｂに接続することで、陽極１２Ａを
フローティング状態にする。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ｂに
接続することで、陽極１２Ｂをフローティング状態にする。同時に、制御装置１０１は、
スイッチＳＷ３を接点Ｎ３Ｂに接続することで、陽極１２Ｃをフローティング状態にする
。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ４を接点Ｎ４Ｃに接続することで、陰極１４
を検知回路５０に電気的に接続する。このときにユーザーの指が照明装置１００Ａに近づ
くと、指と照明装置１００Ａとの間に静電容量が生じ、照明装置１００Ａの静電容量が変
化する。検知回路５０は、照明装置１００Ａの静電容量が所定量以上変化したことに基づ
いて、照明装置１００Ａに対するユーザーの近接を検知する。
【００８８】
　時刻Ｔ２４において、発光期間が再び到来する。時刻Ｔ２４以降において、制御装置１
０１は、発光処理、タッチ検知処理、および近接検知処理を順次実行する。このように、
制御装置１０１は、発光処理、タッチ検知処理、および近接検知処理を繰り返し実行する
。
【００８９】
　［第２の実施の形態のまとめ］
　以上のように、本実施の形態に従う照明装置１００Ａは、タッチ検知用に、複数の陽極
と、複数の検知回路とを含む。タッチ検知用の複数の検知回路のそれぞれは、複数の陽極
のそれぞれに電気的に接続されている。これにより、照明装置１００Ａは、ユーザーが照
明装置１００Ａのいずれの位置をタッチしたかを検知することができ、タッチ位置に応じ
て発光態様を変えることができる。
【００９０】
　＜第３の実施の形態＞
　［概要］
　第２の実施の形態に従う照明装置１００Ａは、タッチセンシング期間および近接センシ
ング期間において、陽極１２および陰極１４を同電位にしていなかった。これに対して、
第３の実施の形態に従う照明装置１００Ｂは、タッチセンシング期間および近接センシン
グ期間において、陽極１２および陰極１４を同電位にする。陽極１２および陰極１４を同
電位にすることで、発光パネル２の静電容量の変化が生じなくなる。その結果、照明装置
１００Ｂは、ユーザーの指との間に生じた静電容量を検知しやすくなり、より確実にタッ
チ操作および近接を検知することができる。
【００９１】
　第３の実施の形態に従う照明装置１００Ｂのその他の点については、第２の実施の形態
に従う照明装置１００Ａと同じであるので、以下では、それらの点については説明を繰り
返さない。
【００９２】
　［タッチ検知機能および近接検知機能］
　図１３および図１４を参照して、照明装置１００Ｂにおけるタッチ検知機能と近接検知
機能とについて説明する。図１３は、照明装置１００Ｂにおける回路構成の一例を示す図
である。
【００９３】
　第３の実施の形態においては、接点Ｎ１Ｂ～Ｎ３Ｂは、電位Ｖ０の端子に設定される。
当該端子は、陰極１４に繋がっている。そのため、電位Ｖ０は、陰極１４における電位と
等しい。
【００９４】
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　スイッチＳＷ４の接点Ｎ４Ａには、アナログバッファＤＡ（ダイオード）およびスイッ
チＳＷ５が直列に接続されている。スイッチＳＷ５は、接点Ｎ４Ａを電位Ｖ１の接点Ｎ５
Ａに接続する状態と、接点Ｎ４Ａを電位Ｖ２の接点Ｎ５Ｂに接続する状態と、接点Ｎ４Ａ
を電位Ｖ３の接点Ｎ５Ｃに接続する状態と、接点Ｎ４ＡをグランドＧに接続する状態とに
切り替えることができる。
【００９５】
　接点Ｎ５Ａは、陽極１２Ａと繋がっている。そのため、電位Ｖ１は、陽極１２Ａにおけ
る電位と等しい。接点Ｎ５Ｂは、陽極１２Ｂと繋がっている。そのため、電位Ｖ２は、陽
極１２Ｂにおける電位と等しい。接点Ｎ５Ｃは、陽極１２Ｃと繋がっている。そのため、
電位Ｖ３は、陽極１２Ｃにおける電位と等しい。
【００９６】
　図１４は、第３の実施の形態に従う照明装置１００Ｂの制御シーケンスの一例を示す図
である。
【００９７】
　時刻Ｔ４１において、発光期間が到来したとする。発光期間において、制御装置１０１
は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ａに接続し、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ａに接続し、スイ
ッチＳＷ３を接点Ｎ３Ａに接続し、スイッチＳＷ４を接点Ｎ４Ａに接続し、スイッチＳＷ
５を接点Ｎ５Ｄに接続する。その結果、発光パネル２Ａ～２Ｃが発光する。
【００９８】
　時刻Ｔ４２において、発光パネル２Ａに対するタッチセンシング期間が到来したとする
。当該タッチセンシング期間において、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ｃ
に接続することで、陽極１２Ａを検知回路４０Ａに電気的に接続する。同時に、制御装置
１０１は、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ｂに接続することで、陽極１２Ｂをフローティング
状態にする。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ３を接点Ｎ３Ｂに接続することで
、陽極１２Ｃをフローティング状態にする。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ４
を接点Ｎ４Ａに接続し、スイッチＳＷ５を接点Ｎ５Ａに接続することで、アナログバッフ
ァＤＡを介して陰極１４の電位を「Ｖ１」にする。その結果、陰極１４の電位は、アナロ
グバッファＤＡを介して陽極１２Ａの電位と等しくなる。これにより、発光パネル２Ａの
静電容量の変化が生じなくなり、検知回路４０Ａは、ユーザーの指と照明装置１００Ｂと
の間に生じた静電容量を検知しやすくなる。結果として、発光パネル２Ａに対するタッチ
検知の精度が改善される。
【００９９】
　時刻Ｔ４３において、発光パネル２Ｂに対するタッチセンシング期間が到来したとする
。当該タッチセンシング期間において、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ｂ
に接続することで、陽極１２Ａをフローティング状態にする。同時に、制御装置１０１は
、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ｃに接続することで、陽極１２Ｂを検知回路４０Ｂに電気的
に接続する。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ３を接点Ｎ３Ｂに接続することで
、陽極１２Ｃをフローティング状態にする。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ４
を接点Ｎ４Ａに接続し、スイッチＳＷ５を接点Ｎ５Ｂに接続することで、アナログバッフ
ァＤＡを介して陰極１４の電位を「Ｖ２」にする。その結果、陰極１４の電位は、アナロ
グバッファＤＡを介して陽極１２Ｂの電位と等しくなる。これにより、発光パネル２Ｂの
静電容量の変化が生じなくなり、検知回路４０Ｂは、ユーザーの指と照明装置１００Ｂと
の間に生じた静電容量を検知しやすくなる。結果として、発光パネル２Ｂに対するタッチ
検知の精度が改善される。
【０１００】
　時刻Ｔ４４において、発光パネル２Ｃに対するタッチセンシング期間が到来したとする
。当該タッチセンシング期間において、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ｂ
に接続することで、陽極１２Ａをフローティング状態にする。同時に、制御装置１０１は
、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ｂに接続することで、陽極１２Ｂをフローティング状態にす
る。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ３を接点Ｎ３Ｃに接続することで、陽極１
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２Ｃを検知回路４０Ｃに電気的に接続する。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ４
を接点Ｎ４Ａに接続し、スイッチＳＷ５を接点Ｎ５Ｃに接続することで、アナログバッフ
ァＤＡを介して陰極１４の電位を「Ｖ３」にする。その結果、陰極１４の電位は、アナロ
グバッファＤＡを介して陽極１２Ｃの電位と等しくなる。これにより、発光パネル２Ｃの
静電容量の変化が生じなくなり、検知回路４０Ｃは、ユーザーの指と照明装置１００Ｂと
の間に生じた静電容量を検知しやすくなる。結果として、発光パネル２Ｃに対するタッチ
検知の精度が改善される。
【０１０１】
　時刻Ｔ４５において、近接センシング期間が到来したとする。近接センシング期間にお
いて、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ｂに接続することで、陽極１２Ａの
電位を「Ｖ０」にする。同時に、制御装置１０１は、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ｂに接続
することで、陽極１２Ｂの電位を「Ｖ０」にする。同時に、制御装置１０１は、スイッチ
ＳＷ３を接点Ｎ３Ｃに接続することで、陽極１２Ｃの電位を「Ｖ０」にする。同時に、制
御装置１０１は、スイッチＳＷ４を接点Ｎ４Ｃに接続することで、陰極１４を検知回路５
０に電気的に接続する。その結果、陽極１２Ａ～１２Ｃの電位は、陰極１４の電位と等し
くなる。これにより、発光パネル２Ａ～２Ｃの静電容量の変化が生じなくなり、検知回路
５０Ｃは、ユーザーの指と照明装置１００Ｂとの間に生じた静電容量を検知しやすくなる
。結果として、照明装置１００Ｂに対するユーザーの近接検知の精度が改善される。
【０１０２】
　時刻Ｔ４６において、発光期間が再び到来する。時刻Ｔ４６以降において、制御装置１
０１は、発光処理、タッチ検知処理、および近接検知処理を順次実行する。このように、
制御装置１０１は、発光処理、タッチ検知処理、および近接検知処理を繰り返し実行する
。
【０１０３】
　［変形例］
　図１５は、第３の実施の形態に従う照明装置１００Ｂにおける制御シーケンスの変形例
を示す図である。上述の図１４に示される制御シーケンスでは、発光パネル２Ａ～２Ｃに
対するタッチ検知が時分割で実行されていた。これに対して、図１５に示される制御シー
ケンスでは、発光パネル２Ａ～２Ｃに対するタッチ検知が同時に実行される。
【０１０４】
　時刻Ｔ５１において、発光期間が到来したとする。発光期間において、制御装置１０１
は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ａに接続し、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ａに接続し、スイ
ッチＳＷ３を接点Ｎ３Ａに接続し、スイッチＳＷ４を接点Ｎ４Ａに接続し、スイッチＳＷ
を接点Ｎ５Ｄに接続する。その結果、発光パネル２Ａ～２Ｃが発光する。
【０１０５】
　時刻Ｔ５２において、発光パネル２Ａに対するタッチセンシング期間が到来したとする
。当該タッチセンシング期間において、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ｃ
に接続することで、陽極１２Ａを検知回路４０Ａに電気的に接続する。同時に、制御装置
１０１は、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ｃに接続することで、陽極１２Ｂを検知回路４０Ｂ
に電気的に接続する。制御装置１０１は、スイッチＳＷ３を接点Ｎ３Ｃに接続することで
、陽極１２Ｃを検知回路４０Ｃに電気的に接続する。同時に、制御装置１０１は、スイッ
チＳＷ４を接点Ｎ４Ａに接続し、スイッチＳＷ５を接点Ｎ５Ａ～Ｎ５Ｃのいずれかに接続
する。好ましくは、陰極１４は、アナログバッファＤＡを介して陽極１２Ａ～１２Ｃと同
電位にされる。
【０１０６】
　このときにユーザーの指が発光パネル２Ａ～２Ｃのいずれかにタッチすると、照明装置
１００Ｂと指との間に静電容量が生じ、照明装置１００Ｂの静電容量が変化する。検知回
路４０Ａは、照明装置１００Ｂの静電容量が所定量以上変化したことに基づいて、発光パ
ネル２Ａに対するタッチ操作を検知する。検知回路４０Ｂは、照明装置１００Ｂの静電容
量が所定量以上変化したことに基づいて、発光パネル２Ｂに対するタッチ操作を検知する
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。検知回路４０Ｃは、照明装置１００Ｂの静電容量が所定量以上変化したことに基づいて
、発光パネル２Ｃに対するタッチ操作を検知する。
【０１０７】
　時刻Ｔ５４において、発光期間が再び到来する。時刻Ｔ５４以降において、制御装置１
０１は、発光処理、タッチ検知処理、および近接検知処理を順次実行する。このように、
制御装置１０１は、発光処理、タッチ検知処理、および近接検知処理を繰り返し実行する
。
【０１０８】
　［第３の実施の形態のまとめ］
　以上のようにして、照明装置１００Ｂは、タッチ操作のセンシング期間において、陽極
１２および陰極１４を同電位にする。これにより、発光パネル２Ａ～２Ｃの静電容量の変
化が生じなくなり、タッチ検知用の検知回路４０Ａ～４０Ｃは、ユーザーの指と照明装置
１００Ｃとの間に生じた静電容量を検知しやすくなる。結果として、タッチ検知の精度が
改善される。
【０１０９】
　また、照明装置１００Ｂは、近接センシング期間において、陽極１２および陰極１４を
同電位にする。これにより、発光パネル２Ａ～２Ｃの静電容量の変化が生じなくなり、近
接検知用の検知回路５０は、ユーザーの指と照明装置１００Ｃとの間に生じた静電容量を
検知しやすくなる。結果として、近接検知の精度が改善される。
【０１１０】
　＜第４の実施の形態＞
　［概要］
　第２の実施の形態に従う照明装置１００は、複数の陽極１２と、複数の発光層１３と、
１つの陰極１４とで構成されていた。これに対して、第４の実施の形態に従う照明装置１
００Ｃは、複数の陽極１２と、１つの発光層１３と、１つの陰極１４とで構成される。
【０１１１】
　第４の実施の形態に従う照明装置１００Ｃのその他の点については、第２の実施の形態
に従う照明装置１００Ａと同じであるので、以下では、それらの点については説明を繰り
返さない。
【０１１２】
　［照明装置１００Ｃ］
　図１６および図１７を参照して、第４の実施の形態に従う照明装置１００Ｃについて説
明する。図１６は、照明装置１００Ｃを表わす平面図である。図１７は、図１６中のＸＶ
ＩＩ－ＸＶＩＩ線に沿った断面図である。理解を容易にするために、図１６および図１７
においては、図２に示される金属層１１、封止部材１５、絶縁層１６、および透過部材１
９を省略している。
【０１１３】
　照明装置１００Ｃは、発光パネル２Ａ～２Ｃを含む。発光パネル２Ａは、面状の陽極１
２Ａと、発光層１３と、面状の陰極１４とで構成されている。発光パネル２Ｂは、面状の
陽極１２Ｂと、発光層１３と、面状の陰極１４とで構成されている。発光パネル２Ｃは、
面状の陽極１２Ｃと、発光層１３と、面状の陰極１４とで構成されている。発光パネル２
Ａ～２Ｃは、発光層１３および陰極１４を共用している。
【０１１４】
　電源３０Ａ～３０Ｃは、定電流源である。電源３０Ａは、陽極１２ＡおよびグランドＧ
に接続されており、陽極１２Ａおよび陰極１４の間に配置されている発光層１３に電流を
供給する。電源３０Ｂは、陽極１２ＢおよびグランドＧに接続されており、陽極１２Ｂお
よび陰極１４の間に配置されている発光層１３に電流を供給する。電源３０Ｃは、陽極１
２ＣおよびグランドＧに接続されており、陽極１２Ｃおよび陰極１４の間に配置されてい
る発光層１３に電流を供給する。
【０１１５】
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　検知回路４０Ａ～４０Ｃは、ユーザーのタッチ操作を検知するためのセンサである。検
知回路４０Ａは、陽極１２Ａに電気的に接続されており、タッチ操作に伴う照明装置１０
０Ｃの静電容量の変化を検知する。検知回路４０Ｂは、陽極１２Ｂに電気的に接続されて
おり、タッチ操作に伴う照明装置１００Ｃの静電容量の変化を検知する。検知回路４０Ｃ
は、陽極１２Ｃに電気的に接続されており、タッチ操作に伴う照明装置１００Ｃの静電容
量の変化を検知する。
【０１１６】
　検知回路５０は、ユーザーの近接を検知するためのセンサである。検知回路５０は、陰
極１４に電気的に接続されており、ユーザーの近接に伴う照明装置１００Ｃの静電容量の
変化を検知する。
【０１１７】
　なお、図１６および図１７では、照明装置１００Ｃが３つの陽極で構成されている例が
示されているが、照明装置１００Ｃが２つの陽極で構成されてもよいし、４つ以上の陽極
で構成されてもよい。
【０１１８】
　［第４の実施の形態のまとめ］
　以上のように、本実施の形態においては、発光パネル２Ａ～２Ｃは、発光層１３および
陰極１４を共用する。これにより、照明装置１００Ｃの構成が簡素化される。
【０１１９】
　＜第５の実施の形態＞
　［概要］
　第４の実施の形態に従う照明装置１００Ｃは、複数の陽極１２と、１つの発光層１３と
、１つの陰極１４とで構成されていた。これに対して、第５の実施の形態に従う照明装置
１００Ｄは、複数の陽極１２と、複数の発光層１３と、複数の陰極１４とで構成される。
【０１２０】
　第５の実施の形態に従う照明装置１００Ｄのその他の点については、第４の実施の形態
に従う照明装置１００Ｃと同じであるので、以下では、それらの点については説明を繰り
返さない。
【０１２１】
　［照明装置１００Ｄ］
　図１８および図１９を参照して、第５の実施の形態に従う照明装置１００Ｄについて説
明する。図１８は、照明装置１００Ｄを表わす平面図である。図１９は、図１８中のＸＩ
Ｘ－ＸＩＸ線に沿った断面図である。理解を容易にするために、図１８および図１９にお
いては、図２に示される金属層１１、封止部材１５、絶縁層１６、および透過部材１９を
省略している。
【０１２２】
　照明装置１００Ｄは、発光パネル２Ａ～２Ｄを含む。発光パネル２Ａは、面状の陽極１
２Ａと、発光層１３Ａと、面状の陰極１４Ａとで構成されている。発光パネル２Ｂは、面
状の陽極１２Ｂと、発光層１３Ａと、面状の陰極１４Ａとで構成されている。発光パネル
２Ｃは、面状の陽極１２Ｃと、発光層１３Ｂと、面状の陰極１４Ｂとで構成されている。
発光パネル２Ｄは、面状の陽極１２Ｄと、発光層１３Ｂと、面状の陰極１４Ｂとで構成さ
れている。このように、発光パネル２Ａ，２Ｂは、発光層１３Ａおよび陰極１４Ａを共用
し、発光パネル２Ｂ，２Ｃは、発光層１３Ｂおよび陰極１４Ｂを共用している。
【０１２３】
　電源３０Ａ～３０Ｄは、定電流源である。電源３０Ａは、陽極１２ＡおよびグランドＧ
に接続されており、陽極１２Ａおよび陰極１４Ａの間に配置されている発光層１３Ａに電
流を供給する。電源３０Ｂは、陽極１２ＢおよびグランドＧに接続されており、陽極１２
Ｂおよび陰極１４Ａの間に配置されている発光層１３Ａに電流を供給する。電源３０Ｃは
、陽極１２ＣおよびグランドＧに接続されており、陽極１２Ｃおよび陰極１４Ｂの間に配
置されている発光層１３Ｂに電流を供給する。電源３０Ｄは、陽極１２Ｄおよびグランド
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Ｇに接続されており、陽極１２Ｄおよび陰極１４Ｂの間に配置されている発光層１３Ｂに
電流を供給する。
【０１２４】
　検知回路４０Ａ～４０Ｄは、ユーザーのタッチ操作を検知するためのセンサである。検
知回路４０Ａは、陽極１２Ａに電気的に接続されており、タッチ操作に伴う照明装置１０
０Ｄの静電容量の変化を検知する。検知回路４０Ｂは、陽極１２Ｂに電気的に接続されて
おり、タッチ操作に伴う照明装置１００Ｄの静電容量の変化を検知する。検知回路４０Ｃ
は、陽極１２Ｃに電気的に接続されており、タッチ操作に伴う照明装置１００Ｄの静電容
量の変化を検知する。検知回路４０Ｄは、陽極１２Ｄに電気的に接続されており、タッチ
操作に伴う照明装置１００Ｄの静電容量の変化を検知する。
【０１２５】
　検知回路５０Ａ，５０Ｂは、ユーザーの近接を検知するためのセンサである。検知回路
５０Ａは、陰極１４Ａに電気的に接続されており、ユーザーの近接に伴う照明装置１００
Ｄの静電容量の変化を検知する。検知回路５０Ｂは、陰極１４Ｂに電気的に接続されてお
り、ユーザーの近接に伴う照明装置１００Ｄの静電容量の変化を検知する。
【０１２６】
　［第５の実施の形態のまとめ］
　以上のように、本実施の形態に従う照明装置１００Ｄは、近接検知用に、複数の陰極と
、複数の検知回路とを含む。近接検知用の複数の検知回路のそれぞれは、複数の陰極のそ
れぞれに電気的に接続されている。これにより、照明装置１００Ｄは、ユーザーの近づき
方に応じて発光態様を変えることができる。
【０１２７】
　＜第６の実施の形態＞
　［概要］
　第２の実施の形態に従う照明装置１００Ａは、検知回路４０Ａ～４０Ｃで発光パネル２
Ａ～２Ｃそれぞれに対するタッチ操作を検知していた。これに対して、第６の実施の形態
に従う照明装置１００Ｅは、１つの検知回路４０で発光パネル２Ａ～２Ｃそれぞれに対す
るタッチ操作を検知する。
【０１２８】
　第６の実施の形態に従う照明装置１００Ｅのその他の点については、第２の実施の形態
に従う照明装置１００Ａと同じであるので、以下では、それらの点については説明を繰り
返さない。
【０１２９】
　［タッチ検知機能および近接検知機能］
　図２０および図２１を参照して、照明装置１００Ｅにおけるタッチ検知機能と近接検知
機能とについて説明する。図２０は、照明装置１００Ｅにおける回路構成の一例を示す図
である。
【０１３０】
　照明装置１００Ｅは、１つの検知回路４０を含む。検知回路４０は、スイッチＳＷ６に
接続されている。スイッチＳＷ６の接点Ｎ６Ａには、スイッチＳＷ１の接点Ｎ１Ｃが接続
されている。スイッチＳＷ６の接点Ｎ６Ｂには、スイッチＳＷ２の接点Ｎ２Ｃが接続され
ている。スイッチＳＷ６の接点Ｎ６Ｃには、スイッチＳＷ３の接点Ｎ３Ｃが接続されてい
る。スイッチＳＷ６の接点Ｎ６Ｄには、スイッチＳＷ４の接点Ｎ４Ｃが接続されている。
【０１３１】
　図２１は、第６の実施の形態に従う照明装置１００Ｅの制御シーケンスの一例を示す図
である。
【０１３２】
　時刻Ｔ６１において、発光期間が到来したとする。発光期間において、制御装置１０１
は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ａに接続し、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ａに接続し、スイ
ッチＳＷ３を接点Ｎ３Ａに接続し、スイッチＳＷ４を接点Ｎ４Ａに接続する。その結果、
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発光パネル２Ａ～２Ｃが発光する。このとき、スイッチＳＷ６は、接点Ｎ６Ａ～Ｎ６Ｄの
いずれに接続されてもよい。
【０１３３】
　時刻Ｔ６２において、発光パネル２Ａに対するタッチセンシング期間が到来したとする
。当該タッチセンシング期間において、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ｃ
に接続し、スイッチＳＷ２を接点Ｎ２Ｃに接続し、スイッチＳＷ３を接点Ｎ３Ｃに接続し
、スイッチＳＷ４を接点Ｎ４Ｂに接続し、スイッチＳＷ６を接点Ｎ６Ａに接続する。その
結果、タッチ検知用の検知回路４０が発光パネル２Ａの陽極１２Ａに接続される。このと
きにユーザーの指が発光パネル２Ａに近づくと、指と陽極１２Ａとの間に静電容量が生じ
る。検知回路４０は、指と陽極１２Ａとの間の静電容量が所定量以上変化したことに基づ
いて、発光パネル２Ａに対するタッチ操作を検知する。
【０１３４】
　時刻Ｔ６３において、発光パネル２Ｂに対するタッチセンシング期間が到来したとする
。当該タッチセンシング期間において、制御装置１０１は、スイッチＳＷ６を接点Ｎ６Ｂ
に接続し、スイッチＳＷ１～ＳＷ４については現在の状態を維持する。その結果、タッチ
検知用の検知回路４０が発光パネル２Ｂの陽極１２Ｂに接続される。このときにユーザー
の指が発光パネル２Ｂに近づくと、指と陽極１２Ｂとの間に静電容量が生じる。検知回路
４０は、指と陽極１２Ｂとの間の静電容量が所定量以上変化したことに基づいて、発光パ
ネル２Ｂに対するタッチ操作を検知する。
【０１３５】
　時刻Ｔ６４において、発光パネル２Ｃに対するタッチセンシング期間が到来したとする
。当該タッチセンシング期間において、制御装置１０１は、スイッチＳＷ６を接点Ｎ６Ｃ
に接続し、スイッチＳＷ１～ＳＷ４については現在の状態を維持する。その結果、タッチ
検知用の検知回路４０が発光パネル２Ｃの陽極１２Ｃに接続される。このときにユーザー
の指が発光パネル２Ｃに近づくと、指と陽極１２Ｃとの間に静電容量が生じる。検知回路
４０は、指と陽極１２Ｃとの間の静電容量が所定量以上変化したことに基づいて、発光パ
ネル２Ｃに対するタッチ操作を検知する。
【０１３６】
　時刻Ｔ６５において、近接センシング期間が到来したとする。近接センシング期間にお
いて、制御装置１０１は、スイッチＳＷ１を接点Ｎ１Ｂに接続し、スイッチＳＷ２を接点
Ｎ２Ｂに接続し、スイッチＳＷ３を接点Ｎ３Ｂに接続し、スイッチＳＷ４を接点Ｎ４Ｃに
接続し、スイッチＳＷ６を接点Ｎ６Ｄに接続する。その結果、近接検知用の検知回路５０
が共通の陰極１４に接続される。このときにユーザーの指が発光パネル２Ａ～２Ｃに近づ
くと、指と陰極１４との間に静電容量が生じる。検知回路５０は、指と陰極１４との間の
静電容量が所定量以上変化したことに基づいて、発光パネル２Ａ～２Ｃに対する近接を検
知する。
【０１３７】
　近接センシング期間において、制御装置１０１は、スイッチＳＷ６が接点Ｎ６Ｄに接続
されることで、近接検知時の感度をタッチ検知時の感度よりも高くする。このような感度
の切り替えは、ソフトウェア制御によって実現されてもよいし、ハードウェア制御によっ
て実現されてもよい。
【０１３８】
　［第６の実施の形態のまとめ］
　以上のように、本実施の形態に従う照明装置１００Ｅは、１つの検知回路４０で発光パ
ネル２Ａ～２Ｃそれぞれに対するタッチ操作を検知する。これにより、照明装置１００Ｅ
の構成が簡素化され、照明装置１００Ｅのコストが下がる。
【０１３９】
　＜まとめ＞
　ある局面に従うと、照明装置は、面状の第１電極と、上記第１電極に対向して配置され
ている面状の第２電極と、上記第１電極と上記第２電極との間に配置されており、上記第
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１電極と上記第２電極との間に流された電流に応じて発光する発光層と、上記第１電極に
電気的に接続されており、上記第１電極の静電容量を検知するための第１検知部と、上記
第２電極に電気的に接続されており、上記第２電極の静電容量を検知するための第２検知
部とを備える。
【０１４０】
　好ましくは、上記第１検知部は、上記第１電極の静電容量の変化に基づいて上記照明装
置に対するタッチ操作を検知する静電容量方式のタッチセンサである。上記第２検知部は
、上記第２電極の静電容量の変化に基づいて上記照明装置に対する操作体の近接を検知す
る静電容量方式の近接センサである。
【０１４１】
　好ましくは、上記第２電極の面積は、上記第１電極の面積よりも広い。
　好ましくは、上記照明装置は、上記発光層の発光期間と、上記第１検知部による上記タ
ッチ操作のセンシング期間と、上記第２検知部による上記近接のセンシング期間との少な
くも２つをそれぞれ順次切り替えるための制御装置をさらに備える。
【０１４２】
　好ましくは、上記照明装置は、上記第１電極および上記第２電極に電気的に接続されて
おり、上記発光層に電流を供給するための電源をさらに備える。
【０１４３】
　好ましくは、上記第１電極には、第１スイッチが電気的に接続されている。上記第１ス
イッチは、上記第１電極を上記電源に電気的に接続する状態と、上記第１電極を上記第１
検知部に電気的に接続する状態と、上記第１電極を所定電位の第１接点に電気的に接続す
る状態とのいずれかに切り替えることができる。上記第２電極には、第２スイッチが電気
的に接続されている。上記第２スイッチは、上記第２電極をグランドに電気的に接続する
状態と、上記第２電極を上記第２検知部に電気的に接続する状態と、上記第２電極を所定
電位の第２接点に電気的に接続する状態とのいずれかに切り替えることができる。上記制
御装置は、上記発光期間において、上記第１電極を上記電源に電気的に接続する状態に上
記第１スイッチを切り替えるとともに、上記第２電極を上記グランドに電気的に接続する
状態に切り替え、上記タッチ操作のセンシング期間において、上記第１電極および上記第
１検知部を電気的に接続する状態に上記第１スイッチを切り替えるとともに、上記第２電
極を第２接点に電気的に接続する状態に上記第２スイッチを切り替え、上記近接のセンシ
ング期間において、上記第１電極を上記第１接点に接続する状態に上記第１スイッチを切
り替えるとともに、上記第２電極を上記第２検知部に電気的に接続する状態に切り替える
。
【０１４４】
　好ましくは、上記制御装置は、上記タッチ操作のセンシング期間において、上記第１電
極および上記第２電極を同電位にする。
【０１４５】
　好ましくは、上記制御装置は、上記近接のセンシング期間において、上記第１電極およ
び上記第２電極を同電位にする。
【０１４６】
　好ましくは、上記制御装置は、上記タッチ操作のセンシング期間において、上記第１電
極および上記第２電極の少なくとも一方をフローティング状態にする。
【０１４７】
　好ましくは、上記制御装置は、上記近接のセンシング期間において、上記第１電極およ
び上記第２電極の少なくとも一方をフローティング状態にする。
【０１４８】
　好ましくは、上記第１検知部は、上記第１電極の静電容量の変化に基づいて上記照明装
置に対するタッチ操作を検知する静電容量方式のタッチセンサである。上記第２検知部は
、上記第２電極の静電容量の変化に基づいて上記照明装置に対するタッチ操作を検知する
静電容量方式のタッチセンサである。
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【０１４９】
　好ましくは、上記第１検知部は、上記第１電極の静電容量の変化に基づいて上記照明装
置に対する操作体の近接を検知する静電容量方式の近接センサである。上記第２検知部は
、上記第２電極の静電容量の変化に基づいて上記照明装置に対する操作体の近接を検知す
る静電容量方式の近接センサである。
【０１５０】
　好ましくは、上記照明装置は、複数の上記第１電極と、複数の上記第１検知部とを備え
る。複数の上記第１検知部のそれぞれは、複数の上記第１電極のそれぞれに電気的に接続
されている。
【０１５１】
　好ましくは、上記照明装置は、複数の上記第２電極と、複数の上記第２検知部とを備え
る。複数の上記第２検知部のそれぞれは、複数の上記第２電極のそれぞれに電気的に接続
されている。
【０１５２】
　好ましくは、上記照明装置を備える情報処理装置が提供される。上記第１電極および上
記第２電極は、上記情報処理装置の筐体に対向して配置されている。上記第１電極と上記
筐体との間の距離は、上記第２電極と上記筐体との間の距離よりも短い。
【０１５３】
　今回開示された実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求
の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【０１５４】
　２，２Ａ～２Ｄ　発光パネル、１１　金属層、１２，１２Ａ～１２Ｄ　陽極、１３，１
３Ａ～１３Ｃ　発光層、１４，１４Ａ，１４Ｂ　陰極、１５　封止部材、１６　絶縁層、
１７，１８　接続端子、１９　透過部材、３０，３０Ａ～３０Ｄ　電源、４０，４０Ａ～
４０Ｄ，５０，５０Ａ～５０Ｃ　検知回路、１００，１００Ａ～１００Ｅ　照明装置、１
０１　制御装置、１１８　操作ボタン、１１９　筐体、１２０　液晶ディスプレイ、２０
０　情報処理装置。
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